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成
二
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二
年
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(
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告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
八
十
三
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
八
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

十
和
田
市
立
中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二
番
町
一
四
の
八

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三

十
一
日

�
�
�
�



� �

青
森
県
告
示
第
八
百
八
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
決
定

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
内
容

１

八
戸
市
大
字
三
日
町
一
三
の
二
、
一
三
の
三
、
一
三
の
四
、
一
三
の
五
、
一
三
の
七
、
一
三

の
八
、
一
三
の
九
、
一
三
の
一
一
、
一
三
の
一
二
、
一
三
の
一
三
、
八
戸
市
大
字
番
町
二
六
の

一
、
二
六
の
二
、
二
六
の
三
、
二
六
の
四
、
二
七
、
三
〇
の
八
、
三
〇
の
九
、
三
一
の
三
、
三

一
の
四

２

八
戸
市
大
字
三
日
町
二
六
の
一
、
二
七
の
一
、
二
八
の
一

青 森 県 報平成22年12月27日 月曜日 第3333号 �

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
弘
前
柏
線

弘
前
市
大
字
町
田
字
清
水
二
三
の
一
か
ら

弘
前
市
大
字
町
田
字
清
水
二
九
の
一
ま
で

平
成
��･

��･

��

県
道
弘
前
柏
線

弘
前
市
大
字
中
崎
字
平
野
一
〇
九
の
一
か
ら

弘
前
市
大
字
中
崎
字
平
野
八
二
ま
で

〃

県
道
鶴
ヶ
坂
千
刈
線

青
森
市
大
字
新
城
字
山
田
一
〇
〇
の
二
か
ら

青
森
市
大
字
新
城
字
山
田
四
五
の
一
ま
で

��･

�･

�

� �

３ ２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

県

道

道
路
の

種

類

鶴
ヶ
坂
千
刈

線 弘
前
柏
線

弘
前
柏
線

路
線
名

青
森
市
大
字
新
城
字
山
田
一
〇
七
の
七
か
ら

青
森
市
大
字
新
城
字
山
田
二
八
の
一
ま
で

弘
前
市
大
字
中
崎
字
平
野
一
〇
九
の
三
か
ら

弘
前
市
大
字
中
崎
字
平
野
八
二
ま
で

弘
前
市
大
字
町
田
字
清
水
二
三
の
一
か
ら

弘
前
市
大
字
町
田
字
清
水
二
九
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

一
七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
一
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
一
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
三
・
四
三
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
一
七
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
〇
・
四
九
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
五
八
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
二
四
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
、
〇
〇
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
〇
〇
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
九
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

四
九
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

三
一
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

三
一
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



� �

３

八
戸
市
大
字
十
三
日
町
一
一
の
一
、
一
二
の
一
、
一
二
の
二
、
一
三
の
一
、
八
戸
市
大
字
番

町
三
九
、
四
〇
の
三
、
四
〇
の
四
、
四
一
の
二
、
四
一
の
三
、
四
二
、
四
三
の
一
、
四
三
の
二

４

八
戸
市
大
字
十
三
日
町
一
の
一
、
一
の
三
、
二
の
一
、
二
の
三
、
三
の
一
、
八
戸
市
大
字
番

町
四
四
の
一
、
八
戸
市
大
字
堤
町
一
四
の
一
、
一
五
の
一
、
一
五
の
二
、
一
六
の
一
、
一
六
の

三
、
一
七
の
一

５

八
戸
市
大
字
十
三
日
町
一
七
の
二
、
一
七
の
三
、
一
七
の
四
、
一
七
の
五
、
一
七
の
六
、
八

戸
市
大
字
十
六
日
町
四
の
一
、
四
の
二
、
四
の
三
、
四
の
四
、
四
の
五

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
決
定

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号)

第
五
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
内
容

１

八
戸
市
大
字
八
日
町
四
三
の
一
、
四
四
の
一
、
四
五
、
四
六
、
四
七
、
四
八
、
八
戸
市
大
字

朔
日
町
一
、
二
、
三

２

八
戸
市
大
字
三
日
町
二
〇
の
一
、
八
戸
市
大
字
六
日
町
一
六
の
二
、
一
七

３

八
戸
市
大
字
三
日
町
二
一
の
一
、
八
戸
市
大
字
六
日
町
一
四
、
一
五
、
一
六
の
一

青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
の
公
表

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律

(

平
成
八
年
法
律
第
七
十
七
号)

第
四
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画

(

平
成
二
十
一
年

十
二
月
二
十
八
日
公
表)

の
全
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報�������	�
� 	�� 第3333号� �

1

青
森
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画

第
１
 
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
方
針

１
 
本
県
の
水
産
業
は
、
平
成
２
０
年
に
お
い
て
、
生
産
量
が
２
３
万
８
千
ト
ン
で
全
国
第
４
位
、
生
産

額
が
５
４
０
億
円
で
全
国
第
７
位
と
全
国
で
も
有
数
の
漁
獲
実
績
を
誇
っ
て
お
り
、
漁
業
就
業
者
数
は

平
成
２
０
年
現
在
に
お
い
て
１
万
１
千
人
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
遠
洋
漁
業
及
び
沖
合
漁
業
の
基
地

と
し
て
発
展
し
て
き
た
八
戸
市
を
中
心
と
し
て
水
産
加
工
業
の
生
産
も
盛
ん
で
あ
り
、
特
に
沿
岸
域
に

お
い
て
水
産
業
は
中
核
的
な
産
業
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
水
産
業
は
本
県
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
産
業
で
あ
り
、
今
後
と
も
水
産
業
の
発
展

を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
海
洋
生
物
資
源
を
適
切
に
管
理
し
、
合
理
的
に
利
用
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

２
 
本
県
は
、
太
平
洋
、
津
軽
海
峡
及
び
日
本
海
海
域
に
三
方
を
囲
ま
れ
る
と
と
も
に
、
大
型
内
湾
で
あ

る
陸
奥
湾
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
我
が
国
有
数
の
好
漁
場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
周
辺
水
域
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
の
多
く
が
低
水
準
、
減
少
傾
向
に
あ

り
、
本
県
海
域
に
お
い
て
も
低
水
準
、
減
少
傾
向
に
あ
る
海
洋
生
物
資
源
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

今
後
と
も
こ
の
よ
う
な
状
況
が
継
続
す
れ
ば
県
民
、国
民
の
ニ
ー
ズ
へ
の
的
確
な
対
応
の
み
な
ら
ず
、

地
域
経
済
の
発
展
へ
の
重
大
な
支
障
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

３
 
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
県
と
し
て
は
従
来
か
ら
漁
業
の
管
理
、
資
源
管
理
型
漁
業
の
推
進
等
種
々

の
保
存
管
理
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
結
果
、
県
の
魚
ひ
ら
め
の
資
源
が
着
実
に
増

加
し
て
い
る
な
ど
、
地
先
の
資
源
を
主
体
と
し
て
多
く
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
が
図
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
よ
り
一
層
の
適
切
な
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
よ
り
水
産

物
の
生
産
を
更
に
安
定
的
で
持
続
的
な
も
の
と
す
る
た
め
、
国
の
基
本
計
画
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
漁
獲

可
能
量
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
の
本
県
の
数
量
に
つ
い
て
、適
切
な
管
理
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
す
る
。

４
 
漁
獲
可
能
量
制
度
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
制
度
を
適
切
に
管
理
し
、
必
要
に
応
じ
て
漁
業
者
等
の
指

導
又
は
採
捕
の
数
量
の
公
表
等
実
効
措
置
を
講
じ
る
た
め
、
他
道
県
入
漁
船
を
含
め
第
１
種
特
定
海
洋

生
物
資
源
及
び
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
実
績
の
的
確
な
把
握
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

５
 
ま
た
、
漁
獲
可
能
量
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量
に
係
る
管
理
を
適

切
に
行
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
海
洋
生
物
資
源
の
分
布
、
回
遊
状
況
、
資
源
の
内
容
、
当
該
資

源
を
取
り
巻
く
環
境
等
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
科
学
的
デ
ー
タ
又
は
知
見
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
当

該
デ
ー
タ
の
蓄
積
又
は
知
見
の
進
展
を
図
る
た
め
、
地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

水
産
総
合
研
究
所
を
中
心
と
し
、
国
又
は
関
係
都
道
府
県
と
の
連
携
の
下
、
資
源
調
査
体
制
の
充
実
強

化
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

６
 
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
及
び
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
以
外
の
海
洋
生
物
資
源
に
つ
い
て
も
、

引
き
続
き
資
源
管
理
を
推
進
す
る
よ
う
、
従
来
か
ら
の
資
源
管
理
型
漁
業
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
す

る
。
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７
 
本
県
に
お
け
る
漁
獲
可
能
量
制
度
及
び
漁
獲
努
力
可
能
量
制
度
に
つ
い
て
は
、
関
係
漁
業
者
の
意
見

を
十
分
に
尊
重
し
、
ま
た
、
他
道
県
入
漁
者
の
採
捕
実
績
に
妥
当
な
配
慮
を
払
う
も
の
と
す
る
。

第
２
 
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量
に
関
す
る
事

項
 
１
 
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
平
成
２
２
年
の
知
事
管
理
量
は
、
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
第
１
種
特
定
 

海
洋
生
物
資
源
 

管
理
の
対
象
と
な
る
期
間
 

知
事
管
理
量
 

す
け
と
う
だ
ら
 

平
成
２
２
年
４
月
～
平
成
２
３
年
３
月
 

若
干
 

ま
あ
じ
 

平
成
２
２
年
１
月
～
１
２
月
 

若
干
 

ま
い
わ
し
 

平
成
２
２
年
１
月
～
１
２
月
 

若
干
 

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

平
成
２
２
年
７
月
～
平
成
２
３
年
６
月
 

若
干
 

す
る
め
い
か
 

平
成
２
２
年
１
月
～
１
２
月
 

若
干
 

  
２
 
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
平
成
２
３
年
の
知
事
管
理
量
は
、
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
１
種
特
定
 

海
洋
生
物
資
源
 

管
理
の
対
象
と
な
る
期
間
 

知
事
管
理
量
 

す
け
と
う
だ
ら
 

平
成
２
３
年
４
月
～
平
成
２
４
年
３
月
 

 

ま
あ
じ
 

平
成
２
３
年
１
月
～
１
２
月
 

若
干
 

ま
い
わ
し
 

平
成
２
３
年
１
月
～
１
２
月
 

若
干
 

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

平
成
２
３
年
７
月
～
平
成
２
４
年
６
月
 

 

す
る
め
い
か
 

平
成
２
３
年
１
月
～
１
２
月
 

若
干
 

（
注
）
平
成
２
３
年
の
す
け
と
う
だ
ら
、
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
の
知
事
管
理
量
に
つ
い
て
は
、
管
理
の
対
 

象
と
な
る
期
間
が
開
始
す
る
前
ま
で
に
設
定
す
る
。
 

 第
３
 
第
１
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

 
【
す
け
と
う
だ
ら
】

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
及
び
さ
し
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と

が
な
い
よ
う
許
可
隻
数
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い

て
操
業
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

 
 
ま
た
、
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

3

 
【
ま
あ
じ
】

定
置
網
漁
業
（
底
建
網
を
含
む
。）
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ

う
免
許
統
数
等
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い
て
操
業

す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
ま
た
、
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

 
【
ま
い
わ
し
】

定
置
網
漁
業
（
底
建
網
を
含
む
。）
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ

う
免
許
統
数
等
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い
て
操
業

す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
ま
た
、
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

【
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
】

定
置
網
漁
業
（
底
建
網
を
含
む
。）
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ

う
免
許
統
数
等
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い
て
操
業

す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
ま
た
、
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

 
【
す
る
め
い
か
】

定
置
網
漁
業
（
底
建
網
を
含
む
。）
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ

う
免
許
統
数
等
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
て
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い
て
操
業

す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
総
ト
ン
数
５
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
る
小
型
い
か
つ
り
漁
業
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲

努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い
て
操
業
す
る
こ

と
と
し
、
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
 
な
お
、
上
記
の
漁
業
に
つ
い
て
は
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
実
績
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

第
４
 
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
つ
い
て
、
本
県
に
定
め
ら
れ
た
量
に
関
す

る
事
項

平
成
２
３
年
の
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
の
う
ち
本
県
に
定
め
ら
れ
た
量

並
び
に
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類
に
係
る
海
域
及
び
期
間
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
２
種
特
定

海
洋
生
物
資
源

採
捕
の
種
類

海
域

期
間

漁
獲
努
力
量

（
隻
日
）

さ
め
が
れ
い

小
型
機
船
底
び
き

網
漁
業
（
う
ち
手
繰

第
１
種
漁
業
）

青
森
県
下
北
郡
東
通
村

尻
屋
埼
灯
台
中
心
点
と

北
海
道
函
館
市
恵
山
岬

灯
台
中
心
点
を
結
ん
だ

線
以
東
の
青
森
県
地
先

水
面

平
成
２
３
年
５
月
１
日

か
ら
平
成
２
３
年
６
月

３
０
日
ま
で

３
８
８

（
注
）
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
と
は
漁
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
６
７
号
）
第
６
６
条
第
１
項
に
規

定
す
る
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
を
い
う
。
う
ち
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
取
締
規
則
（
昭
和
２
７
年

農
林
水
産
省
令
第
６
号
）
第
１
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
種
類
の
も
の
を
い
う
。
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建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
佐
藤
組

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

英
克

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
中
沢
二
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
二
〇)

第
一
五
五
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
、
と
び
・
土
工
、
石
、
管
、
鋼
構
造
物
、
ほ
装
、
し
ゆ
ん
せ
つ
、
塗
装
、
造
園
、

水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
佐
藤
組

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

英
克

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
中
沢
二
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
〇)

第
一
五
五
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日

青 森 県 報�������	�
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第
５
 
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
つ
い
て
、
採
捕
の
種
類
別
に
定
め
る
量
に

関
す
る
事
項

平
成
２
３
年
の
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力
量
並

び
に
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類
に
係
る
海
域
及
び
期
間
は
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。

第
２
種
特
定
海
洋

生
物
資
源

採
捕
の
種
類

海
域

期
間

漁
獲
努
力
量

（
隻
日
）

さ
め
が
れ
い

機
船
手
繰
網
漁
業

（
か
け
ま
わ
し
漁

業
）

青
森
県
下
北
郡
東
通
村

尻
屋
埼
灯
台
中
心
点
と

北
海
道
函
館
市
恵
山
岬

灯
台
中
心
点
を
結
ん
だ

線
以
東
の
青
森
県
地
先

水
面

平
成
２
３
年
５
月
１
日

か
ら
平
成
２
３
年
６
月

３
０
日
ま
で

３
８
８

（
注
）
機
船
手
繰
網
漁
業
（
か
け
ま
わ
し
漁
業
）
と
は
青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
第
６
条
に
規
定
す
る
種

類
の
も
の
を
い
う
。

第
６
 
第
２
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

【
さ
め
が
れ
い
】

太
平
洋
北
部
の
さ
め
が
れ
い
の
資
源
回
復
を
図
る
た
め
に
、
国
が
作
成
し
た
「
太
平
洋
北
部
沖
合
性
カ

レ
イ
類
資
源
回
復
計
画
」
の
着
実
な
実
施
を
本
県
と
し
て
推
進
す
る
。

ま
た
、
規
則
に
基
づ
き
漁
獲
努
力
量
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。

第
７
 
そ
の
他
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

１
 
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に
、
よ
り
詳
細
か
つ
正
確
な
資
源
状

況
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
漁
獲
情
報
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
資
源
に
関
す
る
調

査
・
研
究
の
充
実
強
化
を
更
に
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

２
 
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
小
型
魚
や
産
卵
親
魚
の
保
護
等
に
向
け
た
取

り
組
み
を
進
め
る
と
と
も
に
、
生
息
環
境
の
保
全
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
２
種
特
定

海
洋
生
物
資
源
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六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

丸
徳

二

氏
名

七
戸

由
徳

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
雲
崎
二
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
〇
〇
六
四
二
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
五
十
七
年
十
二
月
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
五
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

第
二
十
一
章

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
選
挙(

第
百
五
十
九
条
―
第
百
六
十
一
条)

第
百
五
十
九
条

法
人
の
投
票

第
百
六
十
条

開
票
録

第
百
六
十
一
条

規
定
の
準
用

第
二
十
二
章

削
除

第
百
六
十
二
条

削
除

｣

を｢

第
二
十
一
章

日
本
国
憲
法
の
改
正
に
関
す
る
国
民
の
承
認
に
係
る
投
票(

第
百
五
十
九
条
―

第
百
六
十
二
条)

第
百
五
十
九
条

投
票
所
等
の
表
示

第
百
六
十
条

投
票
用
紙
等
に
押
す
べ
き
印

第
百
六
十
一
条

国
民
投
票
公
報
の
訂
正

第
百
六
十
二
条

国
民
投
票
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項

第
二
十
二
章

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
選
挙(

第
百
六
十
三
条
―
第
百
六
十
五
条)

第
百
六
十
三
条

法
人
の
投
票

第
百
六
十
四
条

開
票
録

第
百
六
十
五
条

規
定
の
準
用

｣

に
改
め
、

｢

第
百
六
十
三
条｣

を

｢

第
百
六
十
六
条｣

に
、

｢

第
百
六
十
四
条｣

を

｢

第
百
六
十
七

条｣

に
、｢

第
百
六
十
七
条｣

を｢

第
百
七
十
条｣

に
、｢

第
百
六
十
五
条｣

を｢

第
百
六
十
八
条｣

に
、

｢

第
百
六
十
六
条｣

を

｢

第
百
六
十
九
条｣

に
改
め
る
。

第
一
条
中

｢

及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号)

に

基
づ
く
審
査｣
を

｢

、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号)

に
基
づ
く
審
査
及
び
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
。

以
下

｢

憲
法
改
正
国
民
投
票
法｣

と
い
う
。)

に
基
づ
く
国
民
の
承
認
に
係
る
投
票｣

に
改
め
る
。

第
百
六
十
七
条
中

｢
第
二
百
十
四
号
様
式｣

を

｢

第
二
百
十
五
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
百

七
十
条
と
す
る
。
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第
百
六
十
六
条
中

｢

第
二
百
十
三
号
様
式｣

を

｢

第
二
百
十
四
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
百

六
十
九
条
と
す
る
。

第
百
六
十
五
条
中

｢

第
二
百
十
二
号
様
式｣

を

｢

第
二
百
十
三
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
百

六
十
八
条
と
す
る
。

第
百
六
十
四
条
中

｢

第
二
百
十
一
号
様
式｣

を

｢

第
二
百
十
二
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
百

六
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
三
章
中
第
百
六
十
三
条
を
第
百
六
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
二
章
を
削
る
。

第
二
十
一
章
中
第
百
六
十
一
条
を
第
百
六
十
五
条
と
す
る
。

第
百
六
十
条
中

｢

第
二
百
十
号
様
式｣

を

｢

第
二
百
十
一
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
百
六
十

四
条
と
す
る
。

第
百
五
十
九
条
中

｢

第
二
百
九
号
様
式｣
を

｢

第
二
百
十
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
百
六
十

三
条
と
す
る
。

第
二
十
一
章
を
第
二
十
二
章
と
し
、
第
二
十
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
二
十
一
章

日
本
国
憲
法
の
改
正
に
関
す
る
国
民
の
承
認
に
係
る
投
票

(

投
票
所
等
の
表
示)

第
百
五
十
九
条

市
町
村
委
員
会
は
、
憲
法
改
正
国
民
投
票
法
の
規
定
に
よ
る
投
票
所
及
び
開
票
所

の
門
戸
に
は
、
第
二
百
九
号
様
式
に
準
じ
て
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

投
票
用
紙
等
に
押
す
べ
き
印)

第
百
六
十
条

憲
法
改
正
国
民
投
票
法
第
五
十
六
条

(

投
票
用
紙
の
交
付
及
び
様
式)

第
三
項
、
日

本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号)

第
百
四

十
七
条

(

投
票
用
紙
の
様
式)

第
一
項
及
び
第
三
項
、
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則

(

平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
六
十
一
号)

第
二
十
二
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
、
県
委
員
会
の
調
製
に
係
る
投
票
用
紙
、
投
票
用
封
筒
及
び
仮
投
票
用
封
筒
に
押
す
べ
き
印

は
、
県
委
員
会
の
印
と
し
、
刷
込
式
と
す
る
。

(

国
民
投
票
公
報
の
訂
正)

第
百
六
十
一
条

第
百
三
十
二
条

(

選
挙
公
報
の
訂
正)

の
規
定
は
、
国
民
投
票
公
報
の
訂
正
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

(

国
民
投
票
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項)

第
百
六
十
二
条

本
章
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
投
票
人
名
簿
、
在
外
投
票
人
名
簿
、
投
票
、
開

票
、
国
民
投
票
分
会
等
に
関
し
て
は
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
衆
議
院
議
員
選
挙
の
例
に
よ
る
。

第
二
百
十
四
号
様
式
中

｢

第
百
六
十
七
条｣

を

｢

第
百
七
十
条｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
百
十

五
号
様
式
と
し
、
第
二
百
十
三
号
様
式
中

｢

第
百
六
十
六
条｣

を

｢

第
百
六
十
九
条｣

に
改
め
、
同

様
式
を
第
二
百
十
四
号
様
式
と
し
、
第
二
百
十
二
号
様
式
中

｢

第
百
六
十
五
条｣

を

｢

第
百
六
十
八

条｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
百
十
三
号
様
式
と
し
、
第
二
百
十
一
号
様
式
中

｢

第
百
六
十
四
条｣

を

｢

第
百
六
十
七
条｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
百
十
二
号
様
式
と
し
、
第
二
百
十
号
様
式
中

｢

第

百
六
十
一
条｣

を

｢

第
百
六
十
四
条｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
百
十
一
号
様
式
と
し
、
第
二
百
九

号
様
式
中｢

第
百
五
十
九
条｣

を｢

第
百
六
十
三
条｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
百
十
号
様
式
と
し
、

第
二
百
八
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
二
百
九
号
様
式

(

第
百
五
十
九
条
関
係)

日
本
国
憲
法
の
改
正
に
関
す
る
国
民
投
票
何
市
町
村
何
投
票
所

(

開
票
所)

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日青

森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

｢

別
表
第
七
の
医
療
職
給
料
表
�
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

｢

を

｣
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74
75
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81

81
82
82
82
83
83
83
84
84
84
85
85
85
85
86
86
86
86
87
87
87
87
88

73
74
74
75
75
76
76
77



� �

に
改
め
る
。

｣
附

則
(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給

料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の

調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員

(

個
別
に
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。)

の
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日

に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三

(

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日青

森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三

(

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三

(

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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78
79
80
81
81
81
81
82
82
82
82
83
83
83
83
84
84
84
84
85
85
85
86
86
86
87
87
87

別
表
第
一
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
者
(第
４
条
関
係
)

職
員
の

区
分

職
務
の
級

号
給

１
級

２
級

３
級

４
級

再任用職員以外の職員

１
か
ら

４
ま
で

2,000円
2,100円

4,200円
6,800円

５
か
ら

８
ま
で

2,000
2,300

4,400
6,900

９
か
ら

12ま
で

2,100
2,400

4,500
7,100

13か
ら

16ま
で

2,200
2,500

4,900
7,200

17か
ら

20ま
で

2,300
2,600

5,100
7,400

21か
ら

24ま
で

2,400
2,800

5,200
7,500

25か
ら

28ま
で

2,600
2,900

5,400
7,600

29か
ら

32ま
で

2,700
3,000

5,500
7,700

33か
ら

36ま
で

2,800
3,200

5,700
7,900

37か
ら

40ま
で

2,900
3,300

5,900
8,000

41か
ら

44ま
で

3,100
3,500

6,000
45か
ら

48ま
で

3,200
3,700

6,100
49か
ら

52ま
で

3,300
3,800

6,300
53か
ら

56ま
で

3,400
4,100

6,400
57か
ら

60ま
で

3,500
4,300

6,600
61か
ら

64ま
で

3,600
4,500

6,800
65か
ら

68ま
で

3,700
4,800

6,900
69か
ら

72ま
で

3,800
4,900

7,000
73か
ら

76ま
で

3,900
5,100

7,100
77か
ら

80ま
で

4,000
5,300

7,200
81か
ら

84ま
で

4,100
5,400

7,300
85か
ら

88ま
で

4,100
5,500

7,400
89か
ら

92ま
で

4,200
5,600

7,500
93か
ら

96ま
で

4,300
5,800

7,500
97か
ら
100ま

で
4,400

5,900
101か

ら
104ま

で
4,400

6,100
105か

ら
108ま

で
4,500

6,200
109か

ら
112ま

で
4,500

6,300
113か

ら
116ま

で
4,600

6,400
117か

ら
120ま

で
4,700

6,500
121か

ら
124ま

で
4,700

6,600
125か

ら
128ま

で
4,800

6,700
129か

ら
132ま

で
6,800

133か
ら
144ま

で
6,900

145か
ら
148ま

で
7,000

149
7,100

再
任
用

職
員

3,200
3,800

5,100
6,400



� �

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
九
―
三

(

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日青

森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
九
―
三

(

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇

等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
九
―
三

(

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中

｢

の
特
例｣

を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
般
の
派
遣
職
員

(

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
一
般
の
派
遣
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の

派
遣
の
期
間
中
の
給
与
は
、
そ
の
派
遣
先
の
勤
務
に
対
し
て
報
酬(

報
酬
、
賃
金
、
給
料
、
俸
給
、

手
当
、
賞
与
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
派
遣
先
の
勤
務
の
対
償
と
し
て
受
け

る
す
べ
て
の
も
の
を
い
い
、
通
勤
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、

夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
及
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下

同
じ
。)

が
支
給
さ
れ
な
い
場
合
又
は
そ
の
派
遣
先
の
勤
務
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
報
酬
の
年
額

(

以
下

｢

報
酬
年
額｣

と
い
う
。)

が
、
外
務
公
務
員
俸
給
等
相
当
年
額

(

当
該
派
遣
の
期
間
の

初
日

(

以
下

｢

派
遣
の
日｣

と
い
う
。)

の
前
日
に
お
け
る
当
該
一
般
の
派
遣
職
員
の
給
料
及
び

扶
養
手
当

(

当
該
一
般
の
派
遣
職
員
が
派
遣
の
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
派
遣
先
の
機
関
の
所

在
す
る
国
に
所
在
す
る
大
使
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員(

以
下｢

所
在
国
勤
務
の
外
務
公
務
員｣

と
い
う
。)

で
あ
る
と
し
た
場
合
に
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る

外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
三
号
。
以
下

｢

外
務
公
務
員

給
与
法｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
よ
り
配
偶
者
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
職
員
に
つ
い
て

は
、
配
偶
者
に
係
る
分
を
除
く
。)

の
月
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
給
料
、
扶
養
手
当
、
期

末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
年
額
と
当
該
一
般
の
派
遣
職
員
が
派
遣
の
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら

所
在
国
勤
務
の
外
務
公
務
員
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
外
務
公
務
員
給
与
法
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
在
勤
基
本
手
当
、
住
居
手
当
及
び
配
偶
者
手
当
の
年
額
の
合
計
額
を
い
う
。
以

下
同
じ
。)

に
満
た
な
い
場
合
は
、
給
料
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
及
び
期
末
手
当

青 森 県 報�������	�
� 	�� 第3333号� �
別
表
第
二
教
育
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
者
(第
４
条
関
係
)

職
員
の

区
分

職
務
の
級

号
給

１
級

２
級

３
級

４
級

再任用職員以外の職員

１
か
ら

４
ま
で

2,000円
2,500円

5,100円
6,800円

５
か
ら

８
ま
で

2,000
2,600

5,200
6,900

９
か
ら

12ま
で

2,100
2,800

5,400
7,100

13か
ら

16ま
で

2,200
2,900

5,500
7,200

17か
ら

20ま
で

2,300
3,000

5,700
7,400

21か
ら

24ま
で

2,400
3,200

5,900
7,500

25か
ら

28ま
で

2,600
3,300

6,000
7,600

29か
ら

32ま
で

2,700
3,500

6,100
7,700

33か
ら

36ま
で

2,800
3,700

6,300
7,900

37か
ら

40ま
で

2,900
3,800

6,400
8,000

41か
ら

44ま
で

3,100
4,100

6,600
45か
ら

48ま
で

3,200
4,300

6,800
49か
ら

52ま
で

3,300
4,500

6,900
53か
ら

56ま
で

3,400
4,800

7,000
57か
ら

60ま
で

3,500
4,900

7,100
61か
ら

64ま
で

3,600
5,100

7,200
65か
ら

68ま
で

3,700
5,300

7,300
69か
ら

72ま
で

3,800
5,400

7,400
73か
ら

76ま
で

3,900
5,500

7,500
77か
ら

80ま
で

4,000
5,600

7,500
81か
ら

84ま
で

4,100
5,800

85か
ら

88ま
で

4,100
5,900

89か
ら

92ま
で

4,200
6,100

93か
ら

96ま
で

4,300
6,200

97か
ら
100ま

で
4,400

6,300
101か

ら
104ま

で
4,400

6,400
105か

ら
108ま

で
4,500

6,500
109か

ら
112ま

で
4,500

6,600
113か

ら
116ま

で
4,600

6,700
117か

ら
120ま

で
4,700

6,800
121か

ら
124ま

で
4,700

6,900
125か

ら
128ま

で
4,800

6,900
129か

ら
132ま

で
4,900

6,900
133か

ら
136ま

で
4,900

7,000
137か

ら
140ま

で
4,900

7,100
141か

ら
144ま

で
5,000

145か
ら
153ま

で
5,100

再
任
用

職
員

3,200
3,800

5,100
6,400



� �

の
そ
れ
ぞ
れ
に
百
分
の
百
以
内
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
三
条
第
五
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中

｢

前
三
項｣

を

｢

前
五
項｣

に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

｢

前
項｣

を

｢

第
一

項｣
に
、

｢

月
額｣

を

｢

年
額｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
支
給
割
合
を
決
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、

決
定
さ
れ
た
支
給
割
合
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
与
の
年
額
が
、
外
務
公
務
員
俸
給
等

相
当
年
額
か
ら
報
酬
年
額
を
減
じ
た
額

(

派
遣
先
の
勤
務
に
対
し
て
報
酬
が
支
給
さ
れ
な
い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
外
務
公
務
員
俸
給
等
相
当
年
額)

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

３

外
務
公
務
員
俸
給
等
相
当
年
額
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
一
般
の
派
遣
職
員
が
、
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
標
準
号
給
数

(

同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
お
い
て
当
該
一

般
の
派
遣
職
員
に
係
る
標
準
と
な
る
号
給
数
を
い
う
。)

を
昇
給
す
る
も
の
と
し
、
人
事
委
員
会

規
則
七
―
八
○

(

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当)
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
る

も
の
と
す
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

第
一
項
、
第
六
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
支
給
割
合
は
、

百
分
の
一
未
満
の
端
数
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
の
別
紙
中

｢

月
額｣

を

｢

年
額｣

に
、

｢月
額
(月
額
に
よ
ら
な
い
場
合
は
月
額
に
換

正

誤

算
し
た
も
の
)
｣

を

｢年
額
｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

改
正
条
例
附
則
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員)

２

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例(

平
成
二
十
二
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
一
号
。
以
下｢

改
正
条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
改
正
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
人
事
委
員

会
が
特
に
給
与
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
支
給
割
合
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
職
員

と
す
る
。

(

改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員)

３

改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
新
た
に
派
遣
さ
れ
、
又
は
派

遣
の
期
間
が
更
新
さ
れ
た
日
以
後
に
人
事
委
員
会
が
特
に
給
与
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
支
給

割
合
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
職
員
と
す
る
。

(

給
与
の
額
の
計
算)

４

前
二
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
職
員
の
給
与
は
、
人
事
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
日
を
当
該

職
員
の
派
遣
の
日
と
み
な
し
て
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
て
得
た
額
と

す
る
。

人
事
委
員
会
事
務
局
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平
成
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号
外
第
九
一
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

人
事
委
員
会

規
則 区

分

七
―
一
九
一

番

号

�

ペ
ー
ジ

上 段

�
行

そ
れ
ら
の
額｣

に
、

｢

額)｣

を

｢
額
と
す
る
。｣

に
、

誤

そ
れ
ら
の
額｣

に
、

正

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


